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は じ め に

発展途上国としての中国で，一人っ子政策な

ど人口抑制政策が実施されたことにより，少子

化・高齢化が進んでいる。こうした背景下で，

社会保障制度の設定・実施は政府にとって重要

な課題となっている。市場化の改革にともなっ

て，社会保障制度は旧体制から新体制へ移行し

つつあり，医療保険制度も大きく変化した。

現在の中国では，多様な医療保険制度が実施

されている。たとえば，都市戸籍住民を対象と

する医療保険のなかで，カバーする人数が多い

のは公的医療保険としての都市従業員基本医療

保険と都市住民基本医療保険である。それ以外

に，社会福祉政策としての医療救助制度，私的
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　おわりに

《要　約》

本稿では，中国家計調査における都市部調査の個票データを用い，医療保険の加入行動を類型化し

たうえで，都市戸籍住民における医療保険の加入行動のメカニズムに関する実証分析を行い，以下の

結論が得られた。第１に，都市従業員基本医療保険制度の加入については，自営業者，個人企業の雇

用者グループで年齢の上昇とともにその加入確率が高くなり，逆選択仮説が支持された。また低所得

層グループに比べ，中・高所得層で医療保険の加入確率が高く，流動性制約仮説も支持された。第２

に，低所得層に比べ，中・高所得層で都市部従業員基本医療保険，商業医療保険，混合型医療保険の

いずれにも加入する確率は高い。2007年時点に低所得層グループで，公的医療保険制度と私的医療保

険制度の両方によってカバーされない者が存在し，医療保険加入の格差の問題が存在していたことが

うかがえる。第３に，就業部門によって各要因が医療保険の加入に与える影響は異なる。たとえば，

官公庁・事業部門，国有企業，集団企業・民営企業のいずれにおいても，低所得層に比べ，中・高所

得層で公的医療保険の加入確率が高い。一方，外資系企業でその加入確率における所得階層間の差異

が小さい。
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医療保険としての商業医療保険，企業の福利厚

生としての企業補充医療保険は，公的医療保険

の補助として実施されている。

多様な医療保険制度の実施は，労働者の多様

な需要に応じるようになったが，現行の医療保

険制度には主に２つの問題点があると考えられ

る。第１に，就業部門によって医療保険制度の

加入状況が異なる可能性がある。たとえば，都

市従業員基本医療保険制度では，企業が保険料

の一部を納付することが義務付けられているが，

国有部門は計画経済期の公的医療制度の影響を

受けており，保険料を納付する企業が多い。一

方で，非国有部門（たとえば，中小民営企業な

ど）は厳しい競争市場に直面しており，人件費

を削減するため，保険料の負担を忌避する可能

性が高いと考えられる［中兼 2000］（注１）。第２に，

所得格差による医療保険加入の格差の問題が存

在する可能性がある。アメリカや日本などの先

進国では，所得格差による健康格差を是正する

ため，低所得層をターゲットとした公的医療保

険が実施されている。つまり公的医療保険制度

は所得再分配のひとつの手段として実施されて

いる（注２）。一方，2007年までの中国都市部では

貧困層のごく一部が医療救助制度によってカ

バーされていたが，公的医療保険と私的医療保

険のいずれも，低所得層をターゲットとしてい

なかった。したがって，2007年まで，公的医療

保険制度が改革されるとともに，低所得層は従

来の「無料医療」から「無医療」（医療費が高い

ため，医療サービスへのアクセスができない）状

況に置かれていた可能性がある。こうした就業

格差，所得格差による医療格差の問題が深刻化

すれば，社会公平性の問題が問われ，社会が不

安定になる恐れがあると考えられる。2007年に

政府が都市従業員基本医療保険に加入できない

者を適用対象とした都市住民基本医療保険制度

を実施した主な目的は，その格差を是正するこ

とにあるのではないか（注３）。上記の問題点を明

らかにした上で，今後の医療保険制度の改革を

提言するため，所得や就業部門などの要因がど

の程度医療保険の加入行動に影響を与えるのか

に関する実証研究は，重要な課題となっている。

医療保険の加入行動については，供給側（政

府・企業・保険会社）と需要側（個人）の両方の

要因を考慮する必要があるが，データの制約上，

本稿は需要側の要因に焦点を当てる。個人が医

療保険に加入する行動のメカニズムに関する経

済学の説明には，逆選択仮説と流動性制約仮説

がある。逆選択仮説によると，保険市場に情報

の非対称性の問題が存在し，健康状態に関する

情報は被保険者が保険者より相対的に多いため，

健康状態が良い者に比べ，健康状態が悪い者は，

支払う医療費が相対的に高いことを予測して医

療保険に加入する可能性が高いことが説明され

ている。また流動性制約仮説によれば，医療保

険に加入する際に保険料を支払う必要があるた

め，医療保険に加入する可能性は高所得層が低

所得層より高いと述べられている。ただし，２

つの仮説が成立するかどうかについて，実証研

究の結果が一致していない。たとえば，アメリ

カ を 対 象 と し た 先 行 研 究 で は，Wolfe and 

Goddeeris［1991］, Shaefer, Grogan, and Pollack

［2011］は，健康状態が悪いグループおよび低

所得層で，私的医療保険から公的医療保険に変

更する確率が高い傾向にあり，公的医療保険の

加入行動において逆選択仮説および流動性制約

仮説のいずれも支持されたことを明示している。

一方，Madden et al. ［1995］, Drehr et al.［1996］, 
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Bograd et al.［1997］, Swartz and Garnick［2000］, 

Long and Marquis［2002］は，健康状態が公的医

療保険の加入行動に与える影響は統計的に有意

ではなく，つまり逆選択仮説が支持されなかっ

たと述べている。次に，発展途上国を対象とし

た実証研究について Kimani et al.［2012］はケ

ニアの都市住民を分析対象にし，高所得層であ

る正規雇用者グループで公的医療保険制度に加

入する確率が高く，流動性制約仮説が支持され，

公的医療保険制度は格差を是正する効果をもっ

ていないと述べている。一方，Hofter［2006］, 

Pardo and Schott［2012］は，チリで健康状態が

悪いグループ，低所得層グループ，低学歴者グ

ループ，自営業者グループのいずれも公的医療

保険制度に加入する確率が高く，逆選択仮説お

よび流動性制約仮説のいずれも支持されたこと

を示している。

この課題に関する中国都市住民を対象とした

実証分析はまだ少ないが，２つの研究が挙げら

れる。周［2003］は中山大学発展研究センター

が2000年に実施した「広東省社会変遷基本調

査」の個票データを活用し，1998年都市従業員

基本医療保険に任意的に加入する者（民営企

業・個人企業の事業主とその従業員，自由職業者）

を分析対象とし，健康状態が良い者グループ，

若年層グループ，失業者グループのいずれにお

いても，その医療保険に加入する確率は低く，

逆選択仮説および流動性制約仮説のいずれも支

持 さ れ た と 述 べ て い る。Lin, Liu, and Chen

［2009］は，2007年都市住民基本医療保険の加

入行動について，北京大学が2008年に実施した

調査の個票データ（注４）を活用し，中所得層に

比べ，低所得層および高所得層で加入確率が高

く，つまり所得と加入確率はＵ字型の関係にあ

ること，および過去１年間に慢性病をもつ者が

その医療保険に加入する確率が高く，逆選択仮

説が支持されたことを明示している。

中国都市部における医療保険の加入行動に関

する実証研究は進んでいるが，先行研究にはい

くつかの課題が残されている。第１に，欧米の

先進国と異なり，体制移行期における中国都市

部の労働市場は就業部門（たとえば国有部門と

非国有部門）によって分断されている（注５）。特

に1998年から実施されている都市従業員基本医

療保険制度は従来の国有部門で実施された公的

医療保険制度に基づいて改革されたものである

ため，医療保険の加入行動を分析する際に，国

有部門と非国有部門の差異を考慮する必要があ

る。しかし，先行研究では就業部門間の差異に

着目しておらず，就業部門がどの程度医療保険

の加入確率に影響を与えているのか，また各要

因の影響が就業部門によって異なるのかが明ら

かになっていない。第２に，体制移行期の中国

都市部では，医療保険制度の種類が増えるとと

もに，医療保険加入の類型は多様化している。

たとえば，都市戸籍住民は，①公的医療保険制

度のみに加入するパターン，②私的医療保険の

みに加入するパターン，③両者に同時に加入す

るパターン（混合型医療保険），④いずれの医療

保険にも加入しないパターンの４種類から選択

する可能性がある。特に，体制移行期，私的医

療保険は発展してきた。私的医療保険の加入行

動のメカニズムを解明することも重要な研究課

題となっている。しかし，これまでの先行研究

のいずれも，公的医療保険制度の加入行動のみ

に着目しており，どの要因が私的医療保険の加

入に影響を与えるのかが明確ではない。

そこで本稿では，2008年にオーストラリア国
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立大学，オックスフォード大学，北京師範大学，

中国社会科学院などの研究機関および国家統計

局によって実施された中国家計所得調査

（Chinese Household Income Project Survey: CHIP）の

個票データ（以下，「CHIP2007」）を用い（注６），

医療保険の加入を類型化したうえで，計量分析

を通じて，⑴中国都市戸籍住民における医療保

険の加入行動で逆選択仮説，流動性制約仮説は

成立するのか（課題１），⑵どの要因が公的医

療保険（本稿では，都市従業員基本医療保険）（注７），

私的医療保険および混合型医療保険の加入行動

に影響を与えるのか（課題２），⑶就業部門に

よって各要因の影響が異なるのか，つまり就業

部門ごとに医療保険の加入行動のメカニズムが

異なるのか（課題３），の問題を明らかにする。

本稿の主な特徴は，まず，医療保険加入の類型

に分けてそれぞれの分析を行うことにある。特

に私的医療保険の加入行動に関する分析は，中

国を対象とする初めての実証研究となる。また，

課題１，課題２の分析結果の一部を用いて先行

研究との比較ができる。さらに，課題２におけ

る就業部門，戸籍制度など中国特有の制度的要

因の影響に関する分析結果，および課題３に関

する就業部門別分析結果は，欧米を対象とした

仮説検証に関する実証研究の補完となり，本研

究から得られた新たな知見として位置づけられ

る。

本稿の構成は，以下の通りである。第Ⅰ節で

は中国都市部における医療保険制度の変遷およ

び現状の整理，第Ⅱ節では医療保険の加入状況

の把握と類型別分布状況の検討を行う。第Ⅲ節

で計量分析の枠組みを説明し，第Ⅳ節で計量分

析の結果について述べる。最後に結論および政

策示唆をまとめる。

Ⅰ　中国都市部における

医療保険制度の変遷および現状

体制移行期の中国都市部で実施された医療保

険は主に，公的医療保険，私的医療保険，その

他の医療保険の３つに分けられる。以下では，

公的医療保険制度の変遷を整理した上で，本稿

の分析対象となった各種の医療保険制度の特徴

について述べる（表１）。

まず，2013年時点で実施されている公的医療

保険制度は，大きく都市従業員基本医療保険制

度と都市住民基本医療保険制度の２つに分けら

れる。

都市従業員基本医療保険制度は，計画経済期

の公的医療制度に基づいたものであるため，以

下では公的医療制度の変遷を回顧する。計画経

済期の公的医療制度は，労働保険医療制度と公

費医療制度の２つから成り立っていた。労働保

険医療制度は1951年の「中国労働保険条例」に

よって公布され，1953年に一部が修正された。

その適用対象は主に都市部における国有企業，

一部の集団企業に勤務する従業員および退職者

であるが，企業は従業員の扶養家族に対しても

医療費の５割を負担するようになった。財源は

企業の福利基金および営業外支出となるが，不

足部分は企業利益から繰り入れられる。また，

公費医療制度は，1952年の「全国各級人民政

府・党派・団体およびその所属事業機関の政府

職員に対する公費医療予防の実施に関する指

示」によって実施されていた。適用対象は各級

政府部門，党派，人民団体，事業部門（文化・

教育・医療・研究などの政府部門に関連する機関）

の職員，離職・退職者，在宅休養の二等乙級以
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上の革命障害軍人および在学中の大学生で，財

源はすべて国家財政予算の負担である。労働保

険医療制度および公費医療制度のいずれも「無

料医療保険制度」に近いものである。これらの

公的医療制度の実施により，都市部で「国民皆

保険」はほぼ実現されていた。一方，無料医療

制度が実施された結果，過剰医療や過剰受診な

どの問題が生じ，公的医療費が高騰し，政府の

医療財政負担が過重となった。そのため，1990

年代に入り，政府が主導する医療保険制度の改

革が実施された。各地域でさまざまな医療保険

制度の改革に関するテスト（たとえば「両江モ

デル」，「北京モデル」，「海南モデル」，「深圳モデ

ル」など）が行われた（注８）。「両江モデル」のテ

ストを経て，1998年12月に「都市部従業員基本

医療保険制度の整備に関する国務院決定」が公

布され，それまでの公費医療制度および労働保

険制度を就業部門で統一する公的医療保険制度

がスタートした（注９）。その保険の適用対象は，

都市部におけるすべての企業部門（国有企業，

集団企業，外資系企業，民営企業など），および

非企業部門（官公庁，事業部門，社会団体など）

の従業員である。財源については，雇用側（企

業部門および非企業部門）は賃金総額の６パー

セント，従業員個人が賃金総額の２パーセント

をそれぞれ納付する。雇用側負担部分の30パー

セント（1.8パーセント）および個人負担部分の

全額（２パーセント）は個人医療口座に繰り入

れられ，残った企業負担部分（4.2パーセント）

は社会医療保険基金に納付する。医療費が発生

した場合，まず個人口座からの支払いが行われ，

口座の残額を超えた場合，患者の個人負担にな

る。ただし，個人負担の金額は年平均賃金の10

パーセントを超えると，大部分の医療費が基金

から支給されるが，個人も一部負担することに

なる。医療費の最高支給限度は年平均賃金の４

倍である。その金額を超えた場合，個人または

商業医療保険などの他の医療保険により支払わ

れるものとされている。

また，2007年に都市従業員基本医療保険制度

によってカバーされていない都市戸籍を有する

者を対象とする都市住民基本医療保険制度が実

施された。その財源は，政府と個人の共同負担

となっている。具体的には，政府は年間１人当

たり120元の保険料を負担する一方，個人負担

の保険料は，在学中の学生（小・中・高・大学

生），非就業者などの身分，および地域によっ

て異なっている。個人負担の保険料はおおむね

定額制であり，その金額はほぼ年間200元以下

となっている。そのため，低所得層ほど個人負

担の保険料が所得に占める割合が多くなり，つ

まり保険料負担の逆進性の問題が存在している

と考えられる。

次に体制移行期，金融・保険業の体制改革に

ともなって，私的医療保険（たとえば商業医療

保険）が発展してきた。中国人民保険会社上海

支社が1982年に実施した「上海市合作社職員医

療保険」は，体制移行期の保険業における最初

の私的医療保険である。しかし当時，医療保険

制度は公費医療保険および労働保険医療制度を

中心として，医療費はほとんど国家あるいは雇

用側が負担するため，私的医療保険に対する需

要はまだ少なかった。前述したように，1990年

代以降，公的医療保険制度の改革が始まり，個

人負担制度が導入された。それにともなって，

私的医療保険に対する需要が増えてきた。各保

険会社は積極的にその需要に応じ，私的医療保

険を金融・保険商品として開発した。1995年に
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は医療保険市場初の個人向け重病保険が販売さ

れた。将来の医療費負担に不確実性があるため，

公的医療保険だけで満足できない場合，労働者

が私的医療保険に加入すると考えられる。つま

り，私的医療保険は公的医療保険制度の補充的

な機能を果たしている。私的医療保険の主な特

徴としては，保険料の支払いが応能原則に基づ

くものであること，およびその加入が任意的で

あることが挙げられる。

それ以外には，医療救助制度や企業補充医療

保険制度なども実施されている。医療救助制度

は社会福祉政策の一部として，公的医療保険制

度に加入できない低所得層を対象としたもので

あり，各地域の民政部が適用基準を設定して審

査を行うため，地域によってその加入状況は異

なっている。適用対象になると，保険料負担が

なくなり，医療費の全額が減免されるが，その

制度によってカバーされる者は少ない。福利厚

生を重視する企業は企業補充医療保険制度も実

施しているが，その制度に関する具体的な内容

（たとえば保険料負担，医療費支給など）は企業

によって異なっており，またその制度を実施し

ている企業はまだ少ない。

Ⅱ　データから観察された中国都市部に

おける医療保険制度の加入状況

本節では，CHIP2007に基づいて，都市部に

おける医療保険の加入状況を把握する。以下で

は，医療保険加入の類型を都市従業員医療保険

制度のみ加入，商業保険のみ加入，その他の医

療保険のみ加入，混合型医療保険加入（注10），医

療保険未加入の５つに分けて，それぞれの分布

状況を検討する。

１．就業部門別医療保険制度の加入状況

表２は就業部門別医療保険加入の類型の分布

の割合を，官公庁，事業部門，国有企業，集団

企業，民営企業，外資系企業，自営業者，非就

業者の８つの就業部門に分けて示している。官

公庁，事業部門，国有企業（注11）を国有部門とし，

集団企業，外資系企業，民営企業を非国有部門

としている。これらの集計結果により，以下の

ことが示された。

第１に，都市従業員基本医療保険制度のみに

加入した者の割合は，国有部門（官公庁63.95

パーセント，事業部門61.68パーセント，国有企業

64.11パーセント）が非国有部門（集団企業56.32

パーセント，民営企業54.50パーセント，自営業者

40.34パーセント）より多いが，非国有部門のひ

とつである外資系企業での割合は65.65パーセ

ントでもっとも多い。非国有部門グループにお

いて都市従業員基本医療保険制度のみに加入し

た者の割合では，外資系企業と非外資系企業

（集団企業・民営企業）間の差異が存在すること

が見て取れる。また，自営業者・非就業者にお

けるその割合（自営業者40.34パーセント，非就業

者46.61パーセント）がもっとも少ない。

第２に，商業保険制度のみに加入した者の割

合は，自営業者が8.90パーセントでもっとも多

く，次いで民営企業が7.44パーセント，事業部

門が7.13パーセントとなっている。一方，非就

業者におけるその割合は5.11パーセントでもっ

とも少ない。

第３に，混合型医療保険に加入した者の割合

は，外資系企業が10.55パーセントでもっとも

多く，次いで国有部門（官公庁3.15パーセント，

事業部門3.60パーセント，国有企業3.71パーセント）

が約３パーセントとなっている。一方，民営企
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業が1.61パーセントでもっとも少ない。

第４に，医療保険に加入しなかった者の割合

は，外資系企業が15.82パーセントでもっとも

少なく，次いで国有部門（官公庁24.43パーセン

ト，事業部門24.21パーセント，国有企業23.40パー

セント）が約２割，非国有部門（集団企業28.53

パーセント，民営企業32.48パーセント）が約３割

となっている。一方，自営業者・非就業者グ

ループ（自営業者42.25パーセント，非就業者43.68

パーセント）においてはその割合が４割超で

もっとも多い。2007年時点で医療保険に加入し

なかった者の割合は15.82～43.68パーセントと

なっており，国民皆保険という政府の目標を達

成するにはまだ遠かったことがうかがえる。

これらの集計結果より，公的医療保険および

私的医療保険に加入していた者の割合は，外資

系企業に勤める従業員グループがもっとも多く，

国有部門に勤める従業員グループが中間値と

なっており，自営業者・非就業者グループが

もっとも少ないことが示された。

２．所得階層別医療保険制度の加入状況

所得が医療保険加入の類型の選択行動に与え

る影響を考察するため，表３に所得階層別医療

保険加入類型の分布の割合をまとめた。所得階

層（注12）を，高所得層（第５五分位），中の上所得

層（第４五分位），中の中所得層（第３五分位），

中の下所得層（第２五分位），低所得層（第１五

分位）の５つに分けて集計した。

第１に，都市従業員基本医療保険制度のみに

加入した者の割合は，中の上所得層が63.36パー

セントでもっとも多く，低所得層が50.18パー

セントでもっとも少ない。低所得層グループで

約半数は都市従業員基本医療保険に加入してい

なかったことが目立っている。

第２に，商業保険制度のみに加入した者の割

合は，高所得層（6.74パーセント），中所得層

（中の上6.96パーセント，中の中6.88パーセント，

中の下6.52パーセント），低所得層（6.86パーセン

ト）間の差異が小さい。

第３に，混合型医療保険に加入した者の割合

は，高所得層（8.03パーセント）がもっとも多く，

表２　就業部門別医療保険加入の類型の分布

（単位：％）

官公庁 事業部門 国有企業 集団企業 民営企業 外資系企業 自営業者 非就業者

都市従業員基本医

療保険のみ
63.95 61.68 64.11 56.32 54.50 65.05 40.34 46.61

商業医療保険のみ 5.65 7.13 5.45 6.91 7.44 6.15 8.90 5.11

その他の医療保険 2.82 3.38 3.33 5.59 3.97 2.43 5.52 3.77

混合型医療保険 3.15 3.60 3.71 2.65 1.61 10.55 2.99 0.83

医療保険未加入 24.43 24.21 23.40 28.53 32.48 15.82 42.25 43.68

（出所）CHIP2007より計算。

（注）混合型医療保険：都市部従業員基本医療保険＋商業医療保険

　　　　　　　　　 　都市部従業員基本医療保険＋その他の医療保険

　　　　　　　　　 　商業医療保険＋その他の医療保険

　　　　　　　　　 　都市部従業員基本医療保険＋商業医療保険＋その他の医療保険
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低所得層（1.67パーセント）がもっとも少ない。

第４に，医療保険に加入しなかった者の割合

は，低所得層が36.87パーセントでもっとも多く，

高所得層が21.19パーセントでもっとも少ない。

これらの集計結果によると，2007年時点で

中・高所得層グループに比べ，低所得層グルー

プで公的医療保険制度，私的医療保険，混合型

医療保険のいずれにも加入していなかった者の

割合が高い。医療保険に加入しない場合，医療

サービスを受けるとき，医療費の全額が自己負

担となる。医療費の自己負担の支払い能力は低

所得層が高所得層より低いため，所得格差によ

る医療保険の加入状況の差異を通じて，健康格

差がさらに深刻な問題となると考えられる。

1998年に公的医療保険制度が改革されたものの，

2007年までに医療格差の問題がまだ解消してい

なかったことがうかがえる。

上記より，就業部門，所得階層によって医療

保険の加入状況が異なることがわかった。しか

し，これらは他の要因をコントロールしていな

い場合の集計結果であるため，他の要因が一定

であれば，各要因がどの程度医療保険の加入に

影響を与えるのかは，必ずしも明らかになって

いない。以下では，計量分析を通じて仮説の検

証を行い，各要因の影響を考察する。

Ⅲ　計量分析の枠組み

　

１．使用したデータ

本稿では， CHIP の個票データ（CHIP2007）

を用いる。調査対象は都市戸籍住民，農村部に

おける農村戸籍住民，都市部における出稼ぎ労

働者（農村戸籍をもちながら，都市で働いている

労働者）の３グループとなっているが，入手し

たデータの制約上，本稿では都市戸籍住民を調

査対象とした個票データのみを用いている。本

調査の範囲は，中国を代表する９地域（上海市，

江蘇省，浙江省，安徽省，河南省，湖北省，広東省，

重慶市，四川省）をカバーしている。調査方法

については，国家統計局が実施する国勢調査で

用いられる住民台帳に基づいて，多段階無作為

抽出法を用いてサンプルを抽出し，調査員訪問

調査および留め置き調査を実施した。有効回収

票数は１万9748となっている。

中国に関する実証分析では，CHIP はカバー

する地域が広く，信頼性が高いミクロデータの

ひとつとして評価されているため，本稿では

CHIP2007における医療保険の加入状況，世帯

表３　所得階層別医療保険加入の類型の分布

（単位：％）

所得

第１五分位

所得

第２五分位

所得

第３五分位

所得

第４五分位

所得

第５五分位

都市従業員基本医療保険のみ 50.18 58.77 60.06 63.36 60.05

商業医療保険のみ 6.86 6.52 6.88 6.96 6.74

その他の医療保険 4.42 3.21 2.63 4.45 3.99

混合型医療保険 1.67 1.74 2.93 3.82 8.03

医療保険未加入 36.87 29.76 27.50 21.41 21.19

（出所および注）表２と同じ。
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所得，個人の健康状態，年齢などの情報を活用

して実証分析を行う。

２．変数の設定

まず，被説明変数の設定について説明する。

CHIP2007における設問項目「2007年，あなた

は以下のような医療保険に加入しましたか」で，

複数回答の選択肢として，①都市従業員基本医

療保険，②商業医療保険，③農村合作医療保険，

④その他の医療保険，⑤医療保険未加入の５つ

が設けられている。本稿では都市戸籍住民にお

ける医療保険の加入行動に着目するため，③を

選択したサンプルを削除した。また「その他の

医療保険」には前述した医療救助制度，都市住

民基本医療保険制度，企業補充医療保険などが

含まれると推測しているが，これらの医療保険

制度については識別できない。これらの選択肢

を活用し，以下のような二値変数，つまり①商

業医療保険のみ加入（商業医療保険のみに加入し

た場合＝１，どの医療保険にも加入しなかった場

合＝０），②都市従業員基本医療保険制度のみ

加入（都市従業員基本医療保険制度のみに加入し

た場合＝１，どの医療保険にも加入しなかった場

合＝０），③混合型保険加入（都市従業員基本医

療保険と商業医療保険の２種類に同時に加入した

場合，都市従業員基本医療保険とその他の医療保

険の２種類に同時に加入した場合，商業医療保険

とその他の医療保険の２種類に同時に加入した場

合，都市従業員基本医療保険，商業医療保険とそ

の他の医療保険の３種類に同時に加入した場合＝

１，どの医療保険にも加入しなかった場合＝０）

をそれぞれ設定した。

次に，以下のような説明変数を設定した（表

４）。

第１に，逆選択仮説を検証するため，健康状

態ダミー，年齢階層ダミーを代理指標として設

定した。⑴主観的健康状態に関する質問項目に

関する回答に基づいて，非常に良いダミー，良

いダミー，普通ダミー，不健康ダミーの４つの

ダミー変数を設定した（注13）。⑵年齢を16～19歳，

20～29歳，30～39歳，40～49歳，50～59歳の５

グループに分けてそれぞれのダミー変数を設定

した（注14）。

不健康者グループ，50～59歳のグループをレ

ファレンス・グループとする場合，他のダミー

変数が負の値となると，健康状態が悪く，年齢

が高いグループで医療保険に加入する確率は高

いことが示され，逆選択仮説が支持される。こ

こで不健康ダミー，50～59歳ダミー以外の他の

変数の推定値は負の値となると推測している。

第２に，流動性制約仮説を検証するため，本

人の勤労所得を除いた世帯所得階層（注15）のダ

ミー変数（所得階層五分位のダミー変数）をその

代理指標として設定した（注16）。流動性制約の問

題が存在すれば，所得が低いほど医療保険の加

入確率が低い傾向にあるはずである。ここで所

得第１五分位をレファレンス・グループとする

場合，所得第２～５五分位の各ダミー変数の推

定値は正の値となると推測している。

第３に，医療保険加入における就業部門間の

差異を検討するため，就業部門を，①官公庁，

②事業部門，③国有企業，④集団企業，⑤民営

企業，⑥外資系企業，⑦自営業者，⑧その他

（非就業を含む）の８グループに分けてそれぞれ

のダミー変数を設定した。就業部門によって医

療保険の加入状況が異なると考えられる。本稿

では，非国有部門に比べ，国有部門で公的医療

保険の加入確率が高いと推測している。
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第４に，雇用形態については，現在までに中

国で正規雇用と非正規雇用に関する定義が統一

されていないが，本稿では，質問項目に基づい

て①終身雇用，②長期的な労働契約をした者

（雇用期間は１年以上）の場合＝１，③短期的な

労働契約をした者（雇用期間は１年未満），④労

働契約をしていない短期労働者，⑤家族従事者，

⑥自営業者，⑦その他の短期雇用者，⑧その他

および非就業者の場合＝０のように雇用形態ダ

ミーを設定した。正規雇用者の大多数は国有部

門に勤務し，仕事と生活が相対的に安定するた

め，公的医療保険および私的医療保険のいずれ

にも加入する可能性が高いと推測している。

第５に，戸籍制度の影響をコントロールする

ため，「現地の都市戸籍」を回答した場合＝１，

「外地の都市戸籍」と回答した場合＝０のよう

に戸籍制度ダミーを設定した。現地都市戸籍ダ

ミーは正の値となることを期待している。

第６に，地域によって公的医療保険制度の仕

組みおよびその実施状況が異なり，また経済水

表４　説明変数の設定

変数名 設定方法

逆選択仮説要因 健康状態 非常に良い（非常に良い＝１，それ以外＝0）

良い（良い＝１，それ以外＝0）

普通（普通＝１，それ以外＝0）

不健康（やや良くない，非常に良くない＝1，それ以外＝0）

年齢階層 16～19歳（16～19歳＝1，それ以外＝0）

20～29歳（20～29歳＝1，それ以外＝0）

30～39歳（30～39歳＝1，それ以外＝0）

40～49歳（40～49歳＝1，それ以外＝0）

50～59歳（50～59歳＝1，それ以外＝0）

流動性制約仮説要因 世帯所得階層

（本人所得を除く）

世帯所得から本人所得を除いた世帯所得に基づく

所得第１～５五分位

勤務先要因 就業部門 官公庁，事業部門，国有企業，集団企業，

民営企業，外資系企業，自営業者，その他

雇用形態 正規雇用（「終身雇用」，「雇用期間が１年以上」と回答した

者）＝1，それ以外＝0

個人属性要因 男性 男性＝1，女性＝0

有配偶者 有配偶者＝1，それ以外＝0

子どもあり 子どもをもつ場合＝1，それ以外＝0

学歴 小学校，中学校，高校・高専，短大，大学・大学院

その他の要因 戸籍制度 現地の都市戸籍をもつ場合＝1，外地の都市戸籍，現地の農

村戸籍，外地の農村戸籍をもつ場合＝0

地域 上海市，江蘇省，浙江省，安徽省，河南省，湖北省，広東省，

重慶市，四川省

（出所）筆者作成。



中国都市戸籍住民における医療保険の加入行動の要因分析

73

準，健康水準，文化・生活習慣にも地域間の差

異があると考えられる。地域間の差異を考察す

るため，調査項目に基づいて上海市，江蘇省，

浙江省，安徽省，河南省，湖北省，広東省，重

慶市，四川省の９つの地域ダミー変数を設定し

た（注17）。

第７に，Madden et al. ［1995］, Drehr et al.

［1996］, Bograd et al.［1997］, Swartz and Garnick

［2000］, Long and Marquis［2002］は，年齢，健

康状態以外の個人属性も医療保険の加入行動に

影響を与えることを示している。個人属性の影

響をコントロールするため，男性ダミー，有配

偶者ダミー，子どもありダミー，学歴ダミーの

各変数を設定した。

最後に，サンプルの選定について説明する。

まず都市戸籍をもつ者のサンプルを抽出した。

ここで，都市部における出稼ぎ労働者本人およ

びその扶養家族（子どもなど）は，本稿の分析

対象となっていないことに留意しておく。次に，

定年退職の影響を考慮して分析対象の年齢を16

～59歳に限定した（注18）。また，上記の各変数に

関して無回答となっているサンプルを除外し，

各説明変数の欠損値を除外した。各変数の記述

統計量は表５にまとめている。

３．推定モデル

本稿では，プロビットモデルを用いて医療保

険加入の類型に分け，それぞれの分析を行う（注19）。

推定式は，⑴式で示す。

yi
*＝a＋bXi＋ui 　　 

Pij＝Pr（yi＝1）＝Pr（yi
* >0）＝Pr（ui>−a−bXi） ⑴

⑴式で，添字 は観察された個体，X は各種

類の医療保険の加入に影響を与える各要因（た

とえば健康状態，年齢，所得など），b は各要因

の推定係数をそれぞれ示す。また，yi
* は連続

的であるが観測不可能な潜在変数（latent 

variable）で，実際に観測できるのは，

yi＝｛
1（ yi

* > のとき）

0（ yi
* ≤のとき）

である。 yi は０あるいは１を取る二値確率変

数である。本稿では，確率分布は正規分布であ

ることを仮定するプロビットモデルを用いてい

る。

次に３つの課題を検討する方法について説明

する。まず，課題１については，仮説の検証を

行うため，適切なサンプルを選定することが必

要である。その際に，２つの前提条件を考慮す

る必要がある。すなわち，⑴医療保険制度に任

意的に加入するかどうか，および⑵保険会社が

事前拒否行動（リスク回避行動）を行うかどう

かである。表６で示したように，厳密にいえば，

都市従業員基本医療保険のみに加入するかどう

かに関する意思決定を行う自営業者および個人

企業に勤める雇用者グループ（グループ１）は，

２つの基準の全部を満たすのである。一方，他

のグループについては，⑴自営業者あるいは個

人企業以外の部門（たとえば，官公庁，事業部門，

民営企業，外資系企業など）に勤める雇用者（グ

ループ２）が都市従業員基本医療保険制度に加

入することは法律によって規定されたため，そ

の医療保険の加入は強制的である。⑵商業医療

保険のみに加入するかどうかの意思決定を行っ

たグループ（グループ３）については，商業医

療保険の加入は任意的であるものの，その加入

行動は商業保険会社側（供給側）の事前拒否行

動の影響を受ける可能性が存在する。たとえば，

私的医療保険としての商業医療保険が，市場原

理に従って企業の利潤最大化（効率性を重視す
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ること）を目的とし，将来，高額の医療費を支

給する可能性が高いグループ（たとえば，健康

状態が悪い者および高年齢層グループ）を保険の

適用外対象にする可能性がある（注20）。⑶混合型

医療保険に加入するかどうかの意思決定を行っ

たグループ（グループ４）については，公的医

療保険の加入は強制的で，また商業保険会社の

事前拒否行動の影響を受ける可能性がある。要

するに，グループ２，グループ３，グループ４

のいずれも２つの前提条件を満たさないため，

これらのグループのいずれも仮説検証の適切な

サンプルでないと考えられる。したがって，課

題１を検討する際に，グループ１を対象とした

分析結果（表７【推定１】）のみを用いる。分析

結果における，健康状態ダミー，年齢階層ダ

ミーおよび世帯所得階層ダミーの分析結果に注

目する。不健康ダミー，高年齢層ダミーをレ

ファレンス・グループとする場合，非常に良い

ダミー，良いダミー，普通ダミーおよび中・低

年齢層ダミーが統計的に有意な負の値となれば，

不健康者グループ，高年齢層グループでは，都

市従業員基本医療保険に加入する確率が相対的

に高いことが示され，逆選択仮説が支持される。

また所得第１五分位をレファレンス・グループ

とする場合，所得第２～５五分位ダミーの推定

係数が正の値となれば，中・高所得層に比べ，

低所得層でその医療保険の未加入の確率が高い

ことが示され，流動性制約仮説は支持される。

次に課題２については，就業部門ダミーの分

析結果（表７【推定２】，【推定３】，【推定４】）

を用いて就業部門の影響を考察できる。就業部

門を示す各ダミー変数が統計的に有意であれば，

他の条件が一定ならば，就業部門によって各種

の医療保険の加入確率が異なることが示される。

また就業部門ダミー以外の変数に関する分析結

果を用いて，それらの要因の影響も検討する

（表７）。最後に課題３については，就業部門別

都市従業員基本医療保険の加入確率に関する分

析結果（表８）を用いて，健康状態，年齢，世

帯所得などの諸要因が医療保険の加入行動に及

ぼす影響における就業部門間の差異を考察する。

表６　仮説検証のサンプルの選定に関する比較

需要側：任意性
供給側：	事前回避行動

の有無
分析グループ 仮説検証との関連

都市従業員基本医療保

険のみ

　⑴�個人企業における

経営者・雇用者
任意 事前回避行動なし グループ１ 仮説検証グループ

　⑵�大・中規模企業に

おける雇用者
強制 事前回避行動なし グループ２ 比較グループ

商業保険のみ 任意 事前回避行動あり グループ３ 比較グループ

混合型医療保険 強制・任意の両方
事前回避行動あり・

なしの両方
グループ４ 比較グループ

（出所）筆者作成。
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Ⅳ　計量分析の結果

１．逆選択仮説と流動性制約仮説に関する検

証結果（課題１）

各種の医療保険制度の加入確率に関するプロ

ビット分析の結果を表７にまとめている。以下

では，【推定１】の分析結果に基づいて仮説検

証の結果について説明する。

第１に，逆選択仮説の検証結果を検討する。

まず不健康者グループに比べ，「非常に良い」

と回答した者のグループで都市従業員基本医療

保険のみに加入する確率が29.84パーセントポ

イント高い。また，統計的な有意水準が10パー

セントであるが，「良い」と回答した者のグ

ループでその加入確率が21.14パーセントポイ

ント高い。これらの分析結果は逆選択仮説を支

持しなかった。

次に年齢階層ダミーの推定値によると，50～

59歳グループに比べ，医療保険の加入確率は16

～19歳が54.58パーセントポイント，20～29歳

が48.63パーセントポイント，30～39歳が19.56

パーセントポイント，40～49歳が13.70パーセ

ントポイントとそれぞれ低く，またこれらの推

定値の有意水準はすべて１パーセントとなって

いる。50歳以下の年齢層グループに比べ，50～

59歳グループで都市従業員基本医療保険のみに

加入する確率が高いことが示された。年齢階層

に関する分析で，レファレンス・グループの選

択によって分析結果が異なる可能性があると考

えられる。その問題を考慮して，仕事および生

活が相対的に安定する30～39歳グループをレ

ファレンス・グループとした分析も行った。そ

の結果，30～39歳グループに比べ，医療保険の

加入確率は16～19歳が45.36パーセントポイン

ト，20～29歳が33.18パーセントポイントとそ

れぞれ低い一方で，40～49歳が5.83パーセント

ポイント，50～59歳が18.68パーセントポイン

トとそれぞれ高い。またこれらの推定値の有意

水準のいずれも１パーセントとなっている。こ

れらの推定結果により，他の要因が一定ならば，

年齢の上昇とともに都市従業員基本保険制度に

加入する確率が高くなることが再確認され，逆

選択仮説が支持された。

第２に，流動性制約仮説については，所得第

１五分位グループに比べ，医療保険の加入確率

は，第２五分位が10.07パーセントポイント，

第３五分位が15.21パーセントポイント，第４

五分位が16.75パーセントポインとそれぞれ高

く，またこれらの推定値の統計的有意水準のい

ずれも１パーセントとなっている。低所得層

（所得第１五分位）グループに比べ，中・高所得

層（所得第２～５五分位）グループで都市従業

員基本医療保険に加入する確率が高いことが示

され，流動性仮説が支持された。

また，【推定３】，【推定４】の分析結果のい

ずれにおいても，低所得層に比べ，中・高所得

層グループで商業医療保険のみ，および混合型

医療保険に加入する確率が高いことが示された。

これらの分析結果により，2007年時点におい

て低所得層グループで公的医療保険と私的医療

保険の両方によってカバーされない者が存在し

ていることがうかがえる。

２．就業部門などの他の要因の影響について

（課題２）

第１に，就業部門の影響（表７【推定２】）に

ついて，都市従業員基本医療保険に加入する確
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率は，官公庁に勤める雇用者グループに比べ，

集団企業に勤める雇用者グループが9.61パーセ

ントポイント，民営企業に勤める雇用者グルー

プが7.22パーセントポイント，自営業者グルー

プが9.77パーセントポイント，非就業者グルー

プが8.71パーセントポイントそれぞれ低い。た

だし，都市従業員基本医療保険制度の加入確率

における官公庁，国有企業，事業単位，外資系

企業間の差異は顕著ではない。

これらの分析結果の理由については，以下の

ことが考えられる。2007年に実施された都市従

業員基本医療保険制度は，計画経済期の国有部

門で実施された公的医療保険制度に基づいて改

革されたものであり，既に労働保険医療制度

（主な適用対象者：国有企業の雇用者）と公費医

療制度（主な適用対象者：官公庁および事業部門

の雇用者）に加入していた者はそのまま都市従

業員基本医療保険制度に移行したため，その制

度の加入における官公庁，事業部門，国有企業

間の差異が小さいと考えられる。一方，非国有

部門における公的医療保険制度の加入確率で，

外資系企業と集団企業・民営企業間の差異が存

在することが明らかになった。都市従業員基本

医療保険制度がスタートした1998年時点から，

外資系企業，民営企業に勤務する雇用者のいず

れも都市従業員基本医療保険制度の適用対象と

なっている。また国有部門に比べ，非国有部門

としての外資系企業および民営企業のいずれも

激しい市場競争に臨んで，企業は利潤最大化を

目的とするため，外資系企業，民営企業のいず

れも保険料の納付負担を回避する可能性がある

と考えられる。それにもかかわらず，なぜ医療

保険制度の加入確率に外資系企業と民営企業間

の差異があるのか。ひとつの理由は，1990年代

後期以降，公的医療保険を含む社会保障制度の

加入について，政府の国有部門と外資系企業に

対する行政圧力が高まっていることにあろう

（政府強制要因）。また，法律を遵守する理念や

企業の経営状況などの要因も企業の加入行動に

影響を与えるだろう。これらの要因の影響を解

明するため，今後，企業属性（たとえば，設立

年数，従業員規模，従業員年齢構成など）および

その経営状況を考慮するさらなる分析が必要で

あろう。

第２に，戸籍制度の影響については，非現地

都市戸籍をもつ者に比べ，現地都市戸籍をもつ

者のグループで，都市従業員基本医療保険のみ，

商業医療保険のみ，混合型医療保険に加入する

確率はそれぞれ33.87～48.87パーセントポイン

ト，11.44パーセントポイント，5.57パーセント

ポイント高いことが確認された。その主な理由

は，財源の地域分権化にあると考えられる。現

在，医療保険制度を含め，社会保障制度の運営

の主な仕組みは中央政府がその方針を決め，地

方政府が具体的に実施することとなっている。

したがって，医療保険制度の実施状況は地方政

府の財源状況に依存している。地方政府が現地

戸籍を有する労働者を優先する政策を実施する

と，現地戸籍をもつ者のグループで医療保険の

加入確率が相対的に高いと考えられる。また，

ここでは農村戸籍をもつ出稼ぎ労働者を分析対

象としていないことを留意しておく。出稼ぎ労

働者で都市従業員医療保険制度に加入する者が

少ないため，出稼ぎ労働者を含むサンプルを用

いると，現地戸籍を有する者の公的医療保険の

加入確率はさらに高くなると推測できる。

第３に，正規雇用者以外のグループ（非正規

雇用者および自営業者）に比べ，正規雇用者グ



中国都市戸籍住民における医療保険の加入行動の要因分析

83

ループで，都市部従業員基本医療保険のみ，商

業医療保険のみ，混合型医療保険に加入する確

率はそれぞれ13.28～17.79パーセントポイント，

4.16パーセントポイント，6.41パーセントポイ

ント高い。その主な理由は，都市労働市場が就

業形態によって分断されることにあると考えら

れる。具体的にいえば，労働市場の分断化理論

（labor market segmentation: LMS）によると，都市

労働市場には高賃金・高福利厚生である第１次

市場（primary market）と，低賃金・低福利厚生

である第２次労働市場（second market）の２種

類が存在している（注21）。正規雇用者の大多数が

第１次労働市場で就業している一方で，非正規

雇用者および自営業者が第２次労働市場で働い

ている。そのため，分析結果で医療保険制度の

加入における就業形態間の差異が表れていると

考えられる。

第４に，女性グループに比べ，男性グループ

で，都市従業員基本医療保険のみ，商業医療保

険のみ，混合型医療保険に加入する確率はそれ

ぞれ6.08～6.25パーセントポイント，3.41パー

セントポイント，2.28パーセントポイント高い。

他の条件が一定であれば，各種の医療保険の未

加入の確率は女性が男性より高いことが示され

た。

これらの分析結果の理由については，以下の

ことが考えられる。まず，都市従業員基本医療

保険のみの加入確率における男女間の格差につ

いては，企業タイプ（経営状況が良い企業と良く

ない企業）ごとに性別の分布状況が異なること

がその一因として挙げられる。たとえば，経営

状況が悪い企業に勤める女性の割合が男性より

高ければ，都市部従業員基本医療保険に加入す

る確率は女性が男性より低い可能性がある。本

稿では，調査データから企業経営状況に関する

情報を取得できないため，この要因の影響が存

在するかどうかを確認できなかった。次に，混

合型医療保険，商業医療保険の加入確率におけ

る性別の差異については，供給側の要因（たと

えば商業保険会社による男女の差別的取り扱い），

および需要側の要因（たとえばリスク回避度にお

ける性別の差異など）の両方に関連するだろう。

これらの要因に関するさらなる分析は，今後の

課題としたい。

第５に，小学校卒のグループに比べ，高校・

高専，短大，大学・大学院卒の各グループにお

いて，都市従業員基本医療保険のみ，商業医療

保険のみ，混合型医療保険の加入確率のいずれ

も高い。学歴に関する分析結果は，欧米の先行

研究に一致している。その理由については，

Grossman［1972; 2000］のモデルによると，健

康資本のストックは健康投資に依存し，また健

康に良い行動（たとえば医療保険加入，禁煙行動，

健康診断の受診など）を行う可能性およびその

行動の効率性は，高学歴者のほうが低学歴者に

比べて高い傾向にあると指摘している。学歴に

関する本稿の分析結果は Grossman［1972; 2000］

のモデルに当てはまる。

第６に，配偶者をもっていないグループに比

べ，配偶者をもつグループで都市従業員基本医

療保険のみおよび混合型医療保険に加入する確

率はそれぞれ11.36パーセントポイント，5.45

パーセントポイント高い。また子どもをもって

いないグループに比べ，子どもをもっているグ

ループで，都市従業員基本医療保険，商業医療

保険に加入する確率はそれぞれ10.38～27.67

パーセントポイント，9.31パーセントポイント

低い。家族構成が医療保険の加入にも影響を与
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えることが示された。

その理由については，配偶者をもつ者のグ

ループでは家庭責任が大きくなることから，高

額な医療費などの家計リスクを回避するため，

医療保険の加入確率が相対的に高くなると考え

られる。また，家計の予算制約が一定である場

合，子どもをもつグループで，自分より子ども

のことを優先した結果，子どものための投資が

多くなり（あるいは医療保険料金を節約すること

になり），医療保険に加入する確率は相対的に

低いと考えられる。

第７に，上海市に居住する者に比べ，他の地

域（江蘇省，浙江省，安徽省，河南省，湖北省，

広東省，重慶市，四川省）に居住する者は，都

市従業員基本医療保険のみ，商業医療保険のみ，

混合型医療保険のいずれにも加入する確率は低

いことが確認された。この理由については，以

下のことが考えられる。先進国の経験からみる

と，経済発展のレベルが高くなると，医療保険

制度を含む社会保障制度が重視される傾向にあ

る。体制移行期の中国で，「先富論」（注22）といっ

たような地域別経済振興政策が促進された結果，

東部地域は発展してきたが，西部・中部地域の

経済発展が後れている。上海市は中国で経済発

展のレベルがもっとも高い地域であるため，他

の地域に比べ，医療保険の加入確率がもっとも

高い結果が得られたと考えられる。

３．就業部門別都市従業員医療保険制度の加

入要因に関する分析結果（課題３）

就業部門別都市部従業員基本医療保険の加入

行動のメカニズムの差異を検討するため，就業

部門を政府機関（官公庁・事業部門），国有企業，

集団・民営企業，外資系企業の４つに分けてそ

れぞれの分析を行った。ただし，分析結果に関

する解釈には，前述したように，都市従業員医

療保険制度の加入は強制的であることに留意す

る必要がある。表８の分析結果により，以下の

ことが確認された。

第１に，各グループのいずれにおいても，健

康状態ダミーの推定値は統計的に有意ではない。

その理由は，医療保険制度の加入は強制的であ

り，逆選択のメカニズムが働かないため，健康

状態がその加入確率に与える影響は小さいため

と考えられる。

第２に，年齢の影響については，国有部門

（官公庁・事業部門，国有企業）において，50～

59歳グループ（定年退職直前後世代）に比べ，

30～39歳グループおよび40～49歳グループ（働

き盛り世代）で都市従業員基本医療保険制度に

加入する確率が高い一方で，16～19歳グループ，

20～29歳グループ（若年世代）で医療保険制度

に加入する確率が低い。つまり，国有部門で，

他の条件が一定であれば，都市従業員基本医療

保険制度に加入する確率は働き盛り世代，定年

退職直前後世代，若年世代の順に高くなってい

る。2007年時点で国有部門において公的医療保

険制度の加入率における世代間の格差が存在し

ていたことが示された。50～59歳グループで公

的医療保険制度の未加入者がそのまま高齢期を

迎えると，医療費がさらに高くなるため，その

グループは年齢の上昇とともに貧困者になるリ

スクが高くなると考えられる。集団・民営企業

で，50～59歳グループに比べ，16～19歳，20～

29歳グループで都市従業員基本医療保険制度の

加入確率がそれぞれ47.77パーセントポイント，

10.41パーセントポイント低いが，その医療保

険制度の加入確率における50～59歳グループと
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30～49歳グループ間の差異は顕著ではない。ま

た外資系企業で，その加入確率における各年齢

階層間の差異のいずれもが統計的に有意ではな

い。公的医療保険制度への加入は法律によって

規定されるものの，なぜ国有部門でその加入確

率における世代間の差異が存在するのか。国有

部門の制度移行に問題があるのではないか。こ

の疑問を解明するため，企業調査に基づくさら

なる分析が必要であろう。

第３に，官公庁，国有企業のいずれにおいて

も，低所得層（所得第１五分位）グループに比べ，

中・高所得層（所得第３～５五分位）グループ

で都市従業員基本医療保険の加入確率が高い。

また，集団企業・民営企業において，所得第１

五分位グループに比べ，所得第４五分位グルー

プでその医療保険の加入確率が10.85パーセン

トポイント高い。一方，外資系企業で，加入確

率における所得階層間の差異は確認されなかっ

た。

所得に関する分析結果により，2007年に都市

労働市場で高所得・高福利厚生と低所得・低福

利厚生のような二極化の問題が存在していたこ

とが示された。つまり，2007年に実施された都

市従業員基本医療保険制度は所得再分配の機能

を発揮せず，むしろその医療保険制度の実施に

ともなって，格差が拡大していたことがうかが

える。その主な理由は，1998年に実施された都

市従業員基本医療保険制度の目的は格差是正で

はないことにあると考えられる。具体的に言え

ば，2007年までに公的医療制度の改革を行う主

な目的は，国有部門に勤める雇用者を優遇した

労働保険医療制度と公費医療制度の２つを統一

した上で，雇用者個人負担を増加させることに

よって，国家・企業の医療費負担を軽減するこ

とである。したがって，公平性を重視した国有

部門においても，低所得・低福利厚生のような

弱者グループが現れていると考えられる。

お わ り に

本稿では，2007年中国家計所得調査の個票

データ（CHIP2007）を用い，都市戸籍住民にお

ける医療保険の加入行動の決定要因について，

医療保険類型の多様化を考慮した上で，逆選択

仮説，流動性制約仮説を検証し，また就業部門

を含む各要因の影響を考察した。実証分析から，

以下の結論が得られた。

第１に，都市従業員基本医療保険制度の加入

については，自営業者，個人企業の雇用者グ

ループで年齢の上昇とともにその加入確率が高

くなり，逆選択仮説が支持された。また，低所

得層グループに比べ，中・高所得層で医療保険

の加入確率が高く，流動性制約仮説も支持され

た。

第２に，低所得層グループに比べ，中・高所

得層で都市部従業員基本医療保険，商業医療保

険，混合型医療保険のいずれにも加入する確率

は高い。2007年時点に低所得層グループで，公

的医療保険制度と私的医療保険制度のどちらに

もカバーされない者が存在し，医療保険加入の

格差の問題が存在していたことがうかがえる。

第３に，他の要因については，⑴他の条件が

一定であれば，都市従業員基本医療保険の加入

確率における就業部門間の差異が存在する。た

とえば，官公庁に勤める雇用者グループに比べ，

集団企業・民営企業に勤める雇用者グループ，

自営業者グループ，非就業者グループの医療保

険に加入する確率は，いずれも低い。一方，医
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療保険の加入確率における官公庁，国有企業，

事業部門，外資系企業間の差異は顕著ではない。

⑵非現地都市戸籍をもつ者に比べ，現地都市戸

籍をもつ者グループで，各種類の医療保険の加

入確率は高い。⑶正規雇用者以外のグループ

（非正規雇用者および自営業者）に比べ，正規雇

用者グループで，各種類の医療保険の加入確率

は高い。⑷低学歴者，子どもをもつ者グループ

で医療保険の加入確率が低い。⑸経済発展のレ

ベルが高い地域に居住するグループに比べ，経

済発展のレベルが相対的に低い地域に居住する

グループで各種の医療保険の加入確率は低い。

第４に，就業部門によって，各要因が都市従

業員基本医療保険制度の加入に与える影響は異

なる。たとえば，⑴国有部門に比べ，非国有部

門で年齢がその加入確率に与える影響は相対的

に小さい。また国有部門で，他の条件が一定で

あれば，都市従業員基本医療保険制度に加入す

る確率は働き盛り世代，定年退職直前後世代，

若年世代の順に高くなっている。⑵官公庁・事

業部門，国有企業，集団企業・民営企業のいず

れにおいても，低所得層に比べ，中・高所得層

グループで公的医療保険の加入確率が高い。一

方，外資系企業では加入確率における所得階層

間の差異は小さい。

これらの分析結果は，以下のような政策含意

をもつと考えられる。2007年時点の中国都市部

で，所得階層，就業部門によって医療保険の加

入状況が異なり，とくに低所得層グループで，

公的医療保険制度と私的医療保険制度の両方に

よってカバーされない者が存在していたことが

示された。この格差を是正するため，医療保険

未加入の確率が相対的に高いグループ（たとえ

ば，低所得層，低学歴者，非正規雇用者，自営業

者・非就業者）をターゲットとする公的医療保

険制度の実施が必要であると考えられる。した

がって，本稿の分析結果により，政府が2007年

に都市部従業員医療保険制度に加入できない者

（たとえば18歳未満者，非就業者）を適用対象と

した都市住民基本医療保険を実施したことは，

重要な社会的意義をもつことを証明した。ただ，

都市従業員基本医療保険と都市住民基本医療保

険制度の２つの医療保険制度において，保険料

や保険金の財源などが異なるため，受けられる

医療サービスの内容や医療費の個人負担率など

が異なっており，医療サービスにおける就業者

と非就業者間の格差問題が完全に解消できてい

ないことを指摘しておきたい。また，都市従業

員医療保険制度の加入における正規雇用者と非

正規雇用者間の格差は依然として存在している。

高齢化が進んでいる中国都市部の医療格差の問

題を解決するため，２種類の公的医療保険制度

のいずれに加入しても，受けられる医療サービ

スおよび医療費の個人負担率が同じである政策

は望ましいだろう。こうした本来の意味での

「国民皆保険」の実現は，今後の課題となって

いる。

最後に本研究の限界を指摘しておきたい。ま

ず，都市住民基本医療保険制度は2007年からス

タートしたため，CHIP2007でその制度に加入

している者はまだ少ない。この制度の加入行動

については，新たな調査に基づく実証分析を行

う必要がある。次に，医療保険制度は戸籍制度

の影響を受けているため，その制度の適用対象

および制度の仕組みは，労働者がもつ戸籍に

よって異なっている。本稿では入手した個票

データの制約上，都市戸籍住民のみを対象とし

た実証分析を行ったが，都市部における出稼ぎ
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労働者，および農村部における農村戸籍住民を

対象とする実証研究は今後の課題としたい。ま

た分析結果により，医療保険の加入状況におけ

る地域間の格差が存在することがわかった（注23）。

医療保険制度の加入における地域間の格差が生

じた要因に関するさらなる分析も必要であろう。

さらに，非国有部門において，なぜ都市従業員

基本医療保険制度は外資系企業で効果的であっ

た一方で，集団企業，民営企業に浸透しづらい

のか。その主な理由は，後者グループが公的医

療保険の加入を回避する行動を取ったことにあ

ろう。この疑問を解明するため，就業部門別企

業を分析対象とする社会保険制度の加入要因に

関する実証分析も必要であろう。

（注１）本稿では，官公庁，事業部門（政府部

門の関連機関），国有企業を国有部門とし，集団

企業，民営企業，外資系企業を非国有部門とし

ている。

（注２）アメリカでは，1965年から低所得層向

けの医療保険制度（Medicaid，メディケイド），

65歳以上の高齢者および障碍者を対象とする医

療保険制度（Medicare，メディケア）が実施さ

れている。２つの制度はアメリカの連邦政府が

実施する基礎的な公的医療保険制度である。制

度としては強制加入部分と任意加入部分の２つ

のパートで構成されている。Shaefer, Grogan, and 

Pollack［2011］は，アメリカで世帯所得が低い

ほどメディケイドに加入する確率が高いことを

証明している。また日本では，1955年までに農

業や自営業者，零細企業従業員を中心に国民の

約３分の１に当たる約3000万人が無医療保険者

で社会問題となっていた。すべての国民が平等

に医療へのアクセスができる目標を達成するた

め，政府が58年に国民健康保険法を制定し，61

年に全国の市町村で国民健康保険事業が始まり，

国民皆保険体制が確立した。また保険料金は世

帯所得によって決められ，低所得層に対する減

免措置が実施されている。その結果，低所得層

グループが支払う保険料は相対的に低い。厳密

にいえば，アメリカのメディケイドおよびメディ

ケアは中国および日本のような公的医療保険制

度ではなく，むしろそれらは一部の国民（特に

低所得層あるいは医療需要が多いグループ）向

けの所得再分配の手段として実施されているも

のだと留意しておく。ただし，本稿では記述の

便宜上，メディケイドおよびメディケアを「ア

メリカの公的医療保険制度」と呼ぶ。

（注３）中国都市部では，都市従業員基本医療

保険に加入できない者（18歳未満者，非就業者

など）を対象とした都市住民基本医療保険制度

が2007年から実施されている。この制度への加

入は任意であるものの，保険料が相対的に安く，

また政府は加入者１人当たり年間120元を補助し

ているため，低所得層に配慮した医療保険制度

といえる。

（注４）調査範囲は，四川省成都市，吉林省吉

林市，浙江省紹興市，福建省厦門市，青海省西

寧市，ウィグル自治区ウルムチ市，山東省淄博

市などの９都市となっている。

（注５）都市労働市場は就業部門によって分断

されることに関する実証研究については，馬

［2011a; 2014］を参照されたい。

（注６）CHIP は，中国社会科学院経済研究所

と国家統計局が1989，1996，2000，2003，2008

年 に 実 施 し た 複 数 時 点 の 調 査（ そ れ ぞ れ

CHIP1988，CHIP1995，CHIP1999，CHIP2002，

CHIP2007と呼ぶ）である。本稿の分析では，

CHIP2007を用いている。

（注７）都市戸籍住民を対象とした公的医療保

険制度は，1998年に実施された都市従業員基本

医療保険と2007年に実施された都市住民基本医

療保険制度の２種類があるものの，本稿で用い

た個票データ（CHIP2007）は2007年時点の調査

データであるため，調査時点に都市住民基本医

療保険制度に加入した者がまだ少ないと考えら

れる。また CHIP2007では都市住民基本医療保険

制度に関する調査項目が設けられていない。そ

のため，本稿では都市従業員基本医療保険制度
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のみを公的医療保険制度として分析している。

（注８）中国都市部における医療保険制度の変

遷に関するより詳細な記述については，王

［2000］，劉［2000］，張［2001，388-435］，塚本

［2006，247-274］，郭・王［2002］，大塚・日本

経済研究センター［2002，102-128］，李［2003］，

林［2004］，何［2005］などを参照されたい。

（注９）公費医療制度と労働保険医療の両者を

都市部従業員基本医療保険制度に統一する政府

の意図は明確であるものの，制度移行の際にタ

イムラグが存在し，また制度実行の状況は地域

によって異なると考えられる。この点について

は，本誌査読者からの有益なご助言を頂き，記

して感謝の意を申し上げる。

（注10）本稿では，CHIP2007の設問項目に基

づいて，①都市従業員基本医療保険制度および

商業医療保険の２種類に同時に加入するグルー

プ，②都市従業員基本医療保険制度およびその

他の医療保険の２種類に同時に加入するグルー

プ，③商業医療保険およびその他の医療保険の

２種類に同時に加入するグループ，④都市従業

員基本医療保険制度，商業医療保険およびその

他の医療保険の３種類に同時に加入するグルー

プのような組み合わせを，「混合型医療保険加入」

グループとした。

（注11）本稿では CHIP2007の設問項目に基づ

いて，国有企業（中央政府・省政府），国有企業

（地方政府），株式化の改革を経て政府が主な株

主となった企業を「国有企業」とした。

（注12）所得階層を１人当たり世帯等価所得に

基づいて分類した。１人当たり世帯等価所得は

個人の勤労所得を除いた世帯所得を家族人数で

割ったものである。

（注13）健康状態の質問項目に関する回答で，

選択肢は「非常に良い」，「良い」，「普通」，「や

や良くない」，「非常に良くない」の５つに分け

て設けられているが，「やや良くない」および

「非常に良くない」と回答した者の数がいずれも

少ないため，分析で２つのグループをひとつの

不健康者グループにした。

（注14）年齢階層別分析で，50～59歳グループ

をレファレンス・グループとした主な理由は，

以下の２点である。第１に，年齢階層別サンプ

ル数において，50～59歳グループのサンプルが

もっとも多い。サンプル数が多いグループをレ

ファレンス・グループとする場合，より頑健性

がある推定結果が得られると考えられる。第２

に，最低年齢と最高年齢層を比較する目盛りと

すると，分析結果がより分かりやすいと考えら

れる。本稿では，最低年齢層と最高年齢層をそ

れぞれレファレンス・グループとした分析を行っ

たが，これらの分析結果の傾向が類似している。

紙幅の制約上，本稿では最高年齢層（50～59歳）

をレファレンス・グループとした分析結果のみ

を掲載している。

（注15）賃金関数の推定結果によると，他の説

明変数（たとえば雇用形態，就業部門など）が

個人の勤労所得に影響を与えることが示されて

いる。変数間の多重共線性の問題を回避するた

め，個人の勤労所得を除いた世帯所得を流動性

制約の代理変数として用いている。

（注16）貯蓄，借金や両親の遺産贈与などの要

因も流動性制約の代理指標になると考えられる

ものの，CHIP2007からこれらのデータを取得で

きないため，本稿の分析では世帯所得のみを代

理指標として用いている。これらの要因を含む

さらなる実証分析を今後の課題としたい。

（注17）分析で，上海市ダミーをレファレン

ス・グループとした。その主な理由は，以下の

通りである。第１に，経済発展のレベルによっ

て，労働者個人の保険加入意識が異なると考え

られる。９つの地域では，経済水準は上海市が

もっとも高い。たとえば，2007年の１人当たり

GDP は上海市が７万3124元でもっとも多い。経

済水準を反映する地域ダミーを計測する際に，

その水準がもっとも高い上海市をレファレンス・

グループとすると，比較しやすいと考えられる。

第２に，中国衛生部［2009］および中華人民共

和国国家統計局［2009］の公表データによると，

2007年に公的医療保険制度（都市労働者基本医

療保険および都市住民基本医療保険）に加入し

た者が都市人口に占める割合は上海市が66.56
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パーセントでもっとも多い（その他の８つの地

域は24.10～52.67パーセント）。

（注18）中国都市部における定年退職の年齢に

ついては，労働基準法によれば，ブルーカラー

は男性が55歳，女性が50歳，ホワイトカラー（幹

部，大卒者）は男性が60歳，女性が55歳と規定

されている。

（注19）医療保険類型の選択に関する分析では，

多項ロジットモデル（multinomial logit model）

を用いる可能性もあるが，このモデルは選択肢

間の選択比率が他の選択肢の有無に影響されな

いこと（Independence of Irrelevant Alternatives: 

IIA）の仮定が必要である。①都市部従業員基本

医療保険のみ，②商業医療保険のみ，③その他

の医療保険のみ，④混合型医療保険，⑤医療保

険未加入の５つの選択肢に関する IIA検定を行っ

た結果，選択肢間の独立性が確認されなかった。

そのため，本稿では，各種類の医療保険類型の

加入確率に関しては，二値確率関数であるプロ

ビット分析モデルを用いている。二値確率関数

におけるロジットモデルを用いた分析も行った

が，その分析結果の傾向はプロビットモデルに

よる分析結果とほぼ同じであるため，紙幅の制

約上，プロビット分析の結果のみを掲載してい

る。分析モデルの選択に関しては，本誌査読者

から有益なコメントを頂いた。ここに記して感

謝の意を申し上げる。

（注20）事前に逆選択の問題を回避することに

ついては，商業医療保険会社が消費者からの保

険購入申し込みを拒否できないものの，納付金

の設定や契約条件の限定などによってその事前

回避の行動を行っていると考えられる。例とし

ては，付表１に大型商業保険会社の中国人寿保

険会社が販売している商業医療保険の一種であ

る国寿康寧終身重大疾病保険の保険料をまとめ

ている。北京に居住する女性グループと男性グ

ループにおける年齢階層別保険料をみると，年

齢の上昇とともに納付金総額が高くなることが

わかる。とくに，60歳代男性グループで，納付

金総額が支給最高額と同じとなっている。この

ような保険料金を設定することによって，中高

年齢層（50歳代，60歳代）のグループが排除さ

れると考えられる。また，筆者の現地調査によ

ると，商業医療保険を契約する際に，支給する

疾患種類が限定され，また契約する前に健康診

断が必要となり，罹った疾患の種類によって契

約内容が異なることがわかった。

（注21）就業形態による都市労働市場の分断化

に関する実証分析については，馬［2009; 2011b］

を参照されたい。

（注22）「先富論」とは， 1985年頃から鄧小平

が唱えた改革開放政策の基本的理念のひとつで

ある。これは，先に豊かになれる条件を整えた

地域（東部），および可能な者から豊かになり，

その影響で他の地域（中部，西部）および他の

者が豊かになればよいということを意味する。

その結果，1990年代以降，地域間の格差は深刻

な問題となっている。

（注23）地域間の格差については，本稿で明示

した省・直轄市別間の格差以外，同一省内で都

市規模によって医療保険の加入率が異なってい

る。たとえば，2008年の公的医療保険制度の加

入率は大都市が72.5パーセント，中都市が72.4

パーセント，小都市が34.5パーセントとなって

いる（中国衛生部［2011, 表5-8］に基づく計算）。

本稿では，データの制約上で省別のデータしか

入手できないため，同一省内の市レベルの差異

を考察できなかった。市レベルのデータを用い

たさらなる分析は今後の課題としたい。
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付表１　中国人寿保険会社における国寿康寧終身重大疾病保険の保険料（北京市）

（単位：元）

30歳代 40歳代 50歳代 60歳代

女性

年間保険料

納付年数

総額

支給最高額

7,800	

20	

156,000	

300,000	

9,900	

20	

198,000	

300,000	

12,900	

20	

258,000	

300,000	

27,500	

10	

275,000	

300,000	

男性

年間保険料

納付年数

総額

支給最高額

8,700	

20	

174,000	

300,000	

11,200	

20	

224,000	

300,000	

14,600	

20	

292,000	

300,000	

30,000	

10	

300,000	

300,000	

（出所）筆者が中国人寿保険会社のウェブサイト（http ://www.e-chinal i fe .com/product/

benefitshow/indexlis.jsp?RiskCode=432）で公開された資料によって整理したもの。


